
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　前扉と後扉とを有する引き違い扉において、
　前扉は、その厚み方向に後扉と離れて対向し、
　閉じた前扉と後扉との対向間隔内に差し込まれ、差込後、回動することで、前扉と後扉
とを一体に固定する扉用輸送クリップであって、
　上記クリップは、
　前扉と後扉との対向間隔内に差し込まれ、該対向間隔内で回動可能

軸部と、
　この軸部 設けられ、前扉の端面に少なくとも当接する前扉当接部と、
　 前記軸部の回動後に後扉の端面に少
なくとも当接する後扉当接部とを備えたことを特徴とする扉用輸送クリップ。
【請求項２】
　後扉当接部には、後扉の端面に弾性的に当接する弾性片を設けたことを特徴とする請求
項１記載の扉用輸送クリップ。
【請求項３】
　軸部には、前扉の表面側に延びた操作部を設け、
　この操作部には、前扉の表面に当接し、軸部の回動時に前扉の端部を乗り越えて、前扉
と後扉との対向間隔内にはまり込むカム部を設けたことを特徴とする請求項１又は請求項
２記載の扉用輸送クリップ。
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であって、回動する
際の軸の方向を前扉と後扉との開閉方向と平行とする

の一端側に
軸部の他端側に設けられ、該前扉当接部と対向し、



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する産業分野】
　この発明は、事務機器や家具等の引き違い扉用の輸送クリップに関し、輸送時に扉が開
閉したり、ガタ付かないように固定するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、事務機器や家具等のキャビネットの引き違い扉は、輸送時に前後の一方の扉を開
き、両扉を前後に重ね合わせた状態で、両扉の端面と戸当たりとの間に、長尺な発泡スチ
ロール等を挟み、ガムテープ等を使用してキャビネットに固定していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかし、上記した従来の発泡スチロールを使用した固定方法では、次のような種々の問
題点があった。
　第１に、発泡スチロール等を挟んでガムテープで固定しなければならないので、両扉の
固定が面倒で手数がかかるという問題点があった。
【０００４】
　第２に、発泡スチロール自身が嵩張るので、その保管に大きなスペースが必要であると
いう問題点があった。
　第３に、キャビネットのサイズにより、種々の長さの発泡スチロールが必要となるとい
う問題点があった。
　例えば、種々の長さに切断した発泡スチロールを予め用意しておいても良いが、これら
の管理が面倒となる。また、長尺な発泡スチロールを使用時に適宜長さに切断して使用す
ることも可能であるが、切断が面倒であるばかりでなく、切断時に屑が出る等、新たな問
題点が生じてしまう。
【０００５】
　第４に、ガムテープをキャビネットに貼り付けると、ガムテープを剥がした際に、扉や
キャビネットに接着剤が残ってしまうという問題点があった。
　第５に、扉を開いた状態で輸送するため、キャビネット内に埃などが入ってしまうとい
う問題点があった。
　そこで、請求項１記載の発明は、上記した従来の技術の有する問題点に鑑み提案された
もので、その目的とするところは、次の点にある。
【０００６】
　すなわち、請求項１記載の発明は、扉の固定が簡便に且つ迅速にできるようにしたもの
である。
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１記載の発明の目的に加え、次の点を目的とす
る。
　すなわち、請求項２記載の発明は、輸送時に扉がガタ付かないようにしたものである。
【０００７】
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２記載の発明の目的に加え、次の
点を目的とする。
　すなわち、請求項３記載の発明は、操作感を改善し、両扉を確実に固定できるようにし
たものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
（特徴点）
　各請求項にそれぞれ記載された各発明は、上記した各目的を達成するためになされたも
のであり、各発明の特徴点を図面に示した発明の実施の形態を用いて、以下に説明する。
【０００９】
　請求項１記載の発明は、次の点を特徴とする。
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　すなわち、扉用輸送クリップ (50)であって、このクリップ (50)は、例えば図１，１０に
示すように、閉じた前扉 (30)と後扉 (40)との対向間隔 (21)内に差し込まれ、差込後、回動
することで、前扉 (30)と後扉 (40)とを一体に固定するものである。
【００１０】
　そして、クリップ (50)は、次の３つの構成を備える。
　第１は、軸部 (60)であり、例えば図１，１０に示すように、前扉 (30)と後扉 (40)との対
向間隔 (21)内に差し込まれ、該対向間隔 (21)内で回動可能なものである。
　

【００１１】
　第２は、前扉当接部 (67)であり、例えば図１０，１１に示すように、軸部 (60)

設けられ、前扉 (30)の端面に当接するものである。
　第３は、後扉当接部 (62)であり、例えば図１０，１１に示すように、

前記軸部 (60)の回動後に後扉 (40)の端面に少なく
とも当接するものである。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、上記した請求項１に記載の発明の特徴点に加え、次の点を特徴
とする。
　すなわち、後扉当接部 (62)には、例えば図１０，１１に示すように、後扉 (40)の端面に
弾性的に当接する弾性片 (66)を設けている。
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２に記載の発明の特徴点に加え、
次の２つの点を特徴とする。
【００１３】
　第１に、軸部 (60)には、例えば図１に示すように、前扉 (30)の表面側に延びた操作部 (7
0)を設けている。
　第２に、操作部 (70)には、例えば図８，１０に示すように、前扉 (30)の表面に当接し、
軸部 (60)の回動時に前扉 (30)の端部を乗り越えて、前扉 (30)と後扉 (40)との対向間隔 (21)
内にはまり込むカム部 (72)を設けている。
（作用）
　つぎに、上記した特徴点を備えた各請求項にそれぞれ記載された各発明の作用について
、以下に説明する。
【００１４】
　請求項１記載の発明によれば、次のような作用を奏する。
　すなわち、前扉 (30)と後扉 (40)とを閉じた状態で、例えば図８，９に示すように、その
対向間隔 (21)内に軸部 (60)を差し込む。
　その後、軸部 (60)を回動させると、例えば図１０ ,１１に示すように、前扉当接部 (67)
が前扉 (30)の端面に当接するとともに、後扉当接部 (62)が後扉 (40)の端面に当接する。
【００１５】
　なお、前扉当接部 (67)は、軸部 (60)の回動前に、前扉 (30)の端面に当接していても良い
。
　こうして、クリップ (50)を介して、前扉 (30)と後扉 (40)とを一体に固定する。
　搬送後は、クリップ (50)を逆転することで、クリップ (50)は、前扉 (30)と後扉 (40)との
対向間隔 (21)内から抜ける。
【００１６】
　請求項２記載の発明によれば、上記した請求項１記載の発明の作用に加え、次のような
作用を奏する。
　すなわち、後扉当接部 (62)に設けた弾性片 (66)が、例えば図１０，１１に示すように、
後扉 (40)の端面に弾性的に当接する。
　請求項３記載の発明は、上記した請求項１又は請求項２に記載の発明の作用に加え、次
のような作用を奏する。
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これに加えて、軸部 (60)は、回動する際の軸の方向を前扉 (30)と後扉 (40)との開閉方向
と平行としている。

の一端側
に

軸部 (60)の他端側
に設けられ、前扉当接部 (67)と対向し、



【００１７】
　すなわち、クリップ (50)を回動する際に、例えば図１に示すように、その操作部 (70)を
持って回動できる。
　クリップ (50)を回動すると、そのカム部 (72)が、図８ ,１２に示すように、前扉 (30)の
表面に当接しながら、前扉 (30)の端部を乗り越えて、前扉 (30)と後扉 (40)との対向間隔 (2
1)内にはまり込む。
【００１８】
【発明の実施の形態】
（図面の説明）
　図１～１２は、本発明の実施の形態の一例を示すものである。
　図１は、扉用輸送クリップと引き違い戸とを示す一部斜視図、図２は引き違い戸を有す
るキャビネットの斜視図を示す。
【００１９】
　図３～７は、クリップを示し、図３は側面図、図４は平面図、図５は底面図、図６は正
面図、図７は背面図をそれぞれ示す。
　図８，９は、クリップを引き違い戸に差し込んだ状態を示すもので、図８は平面図、図
９は側面図をそれぞれ示す。
　図１０～１２は、クリップを回動した状態を示すもので、図１０は斜視図、図１１は平
面図、図１２は側面図をそれぞれ示す。
（キャビネット）
　図２中、 10は、事務機器や家具等のスチール製のキャビネットを示す。
【００２０】
　上記キャビネット 10の開口前面には、図２に示すように、引き違い扉 20が設けられ、こ
の引き違い扉 20は、前扉 30と後扉 40とから構成されている。
　上記前扉 30は、図１に示すように、厚み方向に後扉 40と離れて対向している。そして、
前扉 30の端部には、その裏面から後扉 40に向かって断面コ字形に屈曲し、矩形に突出した
突出部 31を設けている。
【００２１】
　また、後扉 40の端部にも、図１に示すように、その裏面からキャビネット 10の奥に向か
って断面コ字形に屈曲し、矩形に突出した突出部 41を設けている。
　そして、キャビネット 10の開口前面を閉じた状態で、両扉 30,40の突出部 31,41が、図１
，８に示すように、前後方向に一部重なり合う。
　なお、キャビネット 10を、スチール製としたが、これに限らず、木製であっても良い。
【００２２】
　また、引き違い扉 20を、２枚の扉 30,40から構成したが、これに限らず、３枚以上の扉
から構成しても良い。
（クリップ）
　図１中、 50は、扉用輸送クリップを示すものであり、このクリップ 50は、閉じた状態の
前扉 30と後扉 40との対向間隔 21内に差し込まれ、差込後、回動することで、前扉 30と後扉
40とを一体に固定するものである。
【００２３】
　上記クリップ 50は、図１に示すように、大別すると、前扉 30と後扉 40との対向間隔 21内
に差し込まれ、この対向間隔 21内で回動可能な軸部 60と、この軸部 60から前扉 30の表面側
に延びた操作部 70とを備えている。
　そして、クリップ 50は、適度な弾性と剛性とを有する、例えばＰＯＭ等のプラスチック
により一体的に成形されている。
【００２４】
　前記軸部 60は、図１に示すように、両扉 30,40の対向間隔 21内で回動可能な大きさの略
四角柱状に形成されている。
　上記軸部 60の基端側には、図１，１１に示すように、回動後に前扉 30の突出部 31がはま
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り込む前扉固定凹部 61と、この前扉固定凹部 61と背向し、後扉 40の端面に少なくとも当接
する後扉当接部 62とを備える。
【００２５】
　上記前扉固定凹部 61は、図１０，１１に示すように、前扉 30の突出部 31がはまり込む大
きさに形成されている。具体的には、前扉固定凹部 61は、図１に示すように、前記軸部 60
の上面から上方に向かってブロック状に突出し、前扉 30の端面に当接する前扉当接部 67を
有する前扉当接ブロック 63と、この前扉当接ブロック 63と同様に上方に向かって突出し、
前扉当接ブロック 63と対向する片状の前扉当接片 64とを備えている。
【００２６】
　前記後扉当接部 62は、図１に示すように、前記軸部 60の先端部下面から前扉当接ブロッ
ク 63と背向し、下方に向かってブロック状に突出した後扉当接ブロック 65と、この後壁当
接ブロック 65から後扉 40の端面に向かって突出し、後扉 40の端面に弾性的に当接する弾性
片 66とを備えている。
　前記操作部 70は、図１に示すように、前記軸部 60の側面から手前側に向かってクランク
状に屈曲して突出した屈曲片 71と、この屈曲片 71の長さの途中から三角形状に張り出し、
前扉 30の表面に当接し、軸部 60の回動時に前扉 30の端部を乗り越えて、前扉 30と後扉 40と
の対向間隔 21内にはまり込むカム部 72とを備える。
（クリップの使用方法）
　つぎに、上記した構成を備えたクリップ 50の使用方法を説明する。
【００２７】
　まず、図２に示すように、前扉 30及び後扉 40を閉じる。
　つぎに、クリップ 50の軸部 60を、図８，９に示すように、前扉 30と後扉 40の対向間隔 21
内に差し込む。
　このとき、クリップ 50のカム部 72が、図８に示すように、前扉 30の端面に当接する迄、
軸部 60を深く差し込む。
【００２８】
　つぎに、クリップ 50の屈曲片 71を持って、図１０～１２に示すように、屈曲片 71を下方
に向かって押し下げるようにして回動する。
　このとき、クリップ 50のカム部 72が、図８に示すように、前扉 30の端面の手前側の角部
に当接する。
　さらに、クリップ 50を強く回動させると、図１１，１２に示すように、カム部 72が前扉
30の端部を乗り越えて、両扉 30,40の対向間隔 21内にパチンとはまり込み、操作者にクリ
ック感を与える。
【００２９】
　そして、クリップ 50が回動すると、図１０，１１に示すように、その前扉固定凹部 61内
に前扉 30の突出部 31がはまり込む。
　また、このとき、クリップ 50の弾性片 66が、図１０，１１に示すように、後扉 40の端面
に弾性的に当接する。
　このため、前扉 30及び後扉 40は、クリップ 50を介して、キャビネット 10の開口前面を閉
じた状態に固定される。
【００３０】
　すなわち、前扉 30が開方向にスライドしようとすると、前扉 30の端面が、前扉固定凹部
61の前扉当接ブロック 63の前扉当接部 67に当接する。
　また、逆に、後扉 40が開方向にスライドしようとすると、後扉 40の端面が弾性片 66に当
接する。
　このため、両扉 30,40が共に、キャビネット 10の開口前面を開く開方向にスライドでき
なくなる。
【００３１】
　また、クリップ 50に、両扉 30,40の対向間隔 21から抜ける方向に外力が加わった場合も
同様である。
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　一方、搬送後、キャビネット 10を使用する際には、クリップ 50の屈曲片 71を持って、図
１に示すように、屈曲片 71を上方に引き上げるように回動すれば良い。
　このように、回動すると、カム部 72が前扉 30の端部を乗り越える際に、クリック感を伴
い、クリップ 50が逆転し、両扉 30,40の対向間隔 21から引き抜くことができる。
【００３２】
　なお、引き抜いて回収したクリップ 50は、再利用も可能であり、資源の有効利用が図れ
る。
　また、クリップ 50の弾性片 66が、後扉 40の端面に弾性的に当接することから、クリップ
50やキャビネット 10の製造誤差を許容でき、又、サイズが有る程度異なる引き違い扉 20に
も利用できる。
【００３３】
　さらに、引き違い扉 20に鍵があるものは、鍵を施錠して扉を閉状態に固定できるほか、
鍵を開錠した状態で、本実施例のクリップ 50により固定しても良い。
【００３４】
【発明の効果】
　本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
　請求項１記載の発明によれば、次のような効果を奏する。
　すなわち、請求項１記載の発明によれば、扉の固定を簡便に且つ簡便に行うことができ
る。
【００３５】
　請求項２記載の発明によれば、上記した請求項１記載の発明の効果に加え、次のような
効果を奏する。
　すなわち、請求項２記載の発明によれば、輸送時に扉がガタ付かないようできる。
　請求項３記載の発明によれば、上記した請求項１又は請求項２記載の発明の効果に加え
、次のような効果を奏する。
【００３６】
　すなわち、請求項３記載の発明によれば、操作感を改善し、両扉を確実に固定すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　扉用輸送クリップと引き違い戸とを示す一部斜視図である。
【図２】　引き違い戸を有するキャビネットの斜視図である。
【図３】　クリップの側面図である。
【図４】　図３の平面図である。
【図５】　図３の底面図である。
【図６】　図３の正面図である。
【図７】　図３の背面図である。
【図８】　クリップを引き違い戸に差し込んだ状態を示す平面図である。
【図９】　図８の側面図である。
【図１０】　クリップを回動した状態を示す斜視図である。
【図１１】　図１０の平面図である。
【図１２】　図１０の側面図である。
【符号の説明】
　 10　キャビネット　 20　引き違い扉
　 21　対向間隔　　　 30　前扉
　 31　突出部　　　　 40　後扉
　 41　突出部　　　　 50　クリップ
　 60　軸部　　　　　 61　前扉固定凹部
　 62　後扉当接部　　 63　前扉当接ブロック
　 64　前扉当接片　　 65　後扉当接ブロック
　 66　弾性片　　　　 67　前扉当接部
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　 70　操作片　　　　 71　屈曲部
　 72　カム部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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